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道
教
思
想
研
究
会
二
〇
二
五
年
四
月
二
六
日
（
土
） 

『
太
平
経
鈔
』
庚
部
卷
之
七
虚
無
自
然
圖
道
必
成
戒
（
第
四
紙
右
第
十
行
～
第
七
紙
右
第
五
行
） 

担
当 

佐
々
木
聡 

 

【
原
文
一
】 

「
請
問
、
人
之
爲
善
也
、
上
孝
子
・
上
忠
臣
・
上
順
弟
子
、
當
思
上
何
等
於
（
一
）

君
父
師
哉
。」
「
當
上
（
二
）

異
聞
珍
寳
希
見
之
文
而
得
上
者
是
也
。」「
忠
臣
孝
子
順
弟
子
、
常
可
樂
爲
也
、
何
不
上
同
聞
而
上
異
聞
（
三
）
。

即
（
耶
）（
四
）
。」「
同
聞
上
自
有
之
、
何
須
復
上
耶
。」「
愚
生
不
曉
其
意
。
」「
行
、
且
使
子
知
其
審
實
天
下
所

來
所
珍
、
悉
未
常
見
而
善
珍
也
。
以
上
其
君
、
是
上
忠
臣
也
。
未
常
見
善
食
、
以
上
其
親
、
是
上
孝
子
也
。

未
常
見
之
說
、
以
上
其
師
、
是
上
善
（
五
）

弟
子
也
。
子
知
之
耶
。」「
（
六
）

願
聞
上
同
事
、
上
之
所
有
、
而
重

上
之
、
何
也
。
然
皆
應
故
其
上
。
罪
不
除
。」「
何
其
重
也
。」「
子
應
不
曉
之
生
、
人
之
所
常
有
重
、
皆
厭
之
。

何
須
復
上
之
耶
。（
七
）

自
古
及
今
、
大
聖
之
定
凡
事
、
乃
去
同
取
異
、
乃
得
天
地
之
心
意
、
此
之
謂
也
。」 

（
一
）『
太
平
経
』
有
「
其
」
字
。 

（
二
）『
太
平
経
』
有
「
其
」
字
。 

（
三
）『
太
平
経
』
有
「
邪
」
字
。 

（
四
）『
太
平
経
』「
即
」
作
「
耶
」、
拠
此
改
。 

（
五
）『
太
平
経
』
有
「
順
」
字
。 

（
六
）『
太
平
経
』
有
「
唯
唯
」
句
。 

（
七
）『
太
平
経
』
以
下
有
「『
上
人
所
厭
、
名
爲
故
其
上
也
。
下
而
故
其
上
、
於
子
意
寧
當
坐
不
邪
。』『
愚

生
已
覺
矣
。』『
故
得
瑞
應
善
物
、
希
見
之
珍
、
當
上
於
君
父
師
也
。
上
之
所
自
有
、
慎
無
上
也
。
是

故
』」
五
十
六
字
。 

 

【
訓
読
一
】 

「
請
ひ
て
問
ふ
、
人
の
善
を
爲
す
や
、
上
孝
子
・
上
忠
臣
・
上
順
弟
子
は
、
當
に
何
等
を
君
・
父
・
師
に
上

せ
ん
と
思
ふ
べ
き
や
。」「
當
に
異
聞
・
珍
寳
・
希
見
の
文
を
上
す
べ
し
。而
ち
上
す
る
を
得
る
は
是
れ
な
り
。」

「
忠
臣
・
孝
子
・
順
弟
子
は
、
常
に
爲
す
を
樂ね

が

ふ
べ
き
な
り
。
何
ぞ
同
聞
を
上
せ
ず
し
て
異
聞
を
上
せ
ん
。」

「
即
ち
同
聞
は
上
自
ら
之
有
り
、
何
ぞ
須
く
復
た
上
す
べ
け
ん
や
。」「
愚
生 

其
の
意
を
曉
ら
か
に
せ
ず
。
」

「
行
、
且
に
子

な
ん
じ

を
し
て
其
の
審
實
を
知
ら
し
め
ん
と
す
。
天
下
の
來
た
す
所 

珍
と
す
る
所
は
、
悉
く
未
だ

常
て
見
ず
し
て
善
く
珍
と
す
る
も
の
な
り
。
以
て
其
の
君
に
上
す
る
は
、
是
れ
上
忠
臣
な
り
。
未
だ
常
て
見

ず
し
て
善
く
食
す
る
も
の
、
以
て
其
の
親
に
上
す
る
は
、
是
れ
上
孝
子
な
り
。
未
だ
常
て
見
ざ
る
の
說
、
以

て
其
の
師
に
上
す
る
は
、
是
れ
上
善
の
弟
子
な
り
。
子 

之
を
知
る
や
。
」「
願
は
く
は
聞
か
ん
、
同
事
を
上

す
る
に
、
上
の
有
す
る
所
に
し
て
重
ね
て
之
を
上
す
る
は
、
何
ぞ
や
。」「
然
り
、
皆
な
應
に
其
の
上
す
る
を

故
こ
と
さ
ら

に
す
べ
し
。
罪
は
除
か
れ
ず
。」「
何
ぞ
其
れ
重
ぬ
る
や
。」「
子 

應
に
不
曉
の
生
な
る
べ
し
。
人
の
常

に
有
る
所
、
重
ぬ
る
は
皆
な
之
を
厭
ふ
。
何
ぞ
須
く
復
た
之
を
上
す
べ
け
ん
や
。
古
自
り
今
に
及
ぶ
に
、
大

聖
の
凡
事
を
定
む
る
や
、
乃
ち
同
を
去
り
異
を
取
る
。
乃
ち
天
地
の
心
意
を
得
る
は
、
此
の
謂
な
り
。 
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【
試
訳
一
】 

「
お
尋
ね
致
し
ま
す
、
人
が
善
を
な
す
こ
と
に
お
い
て
は
、
上
孝
子
・
上
忠
臣
・
上
順
弟
子
は
、
何
を
君
・

父
・
師
に
献
上
し
よ
う
と
す
べ
き
で
し
ょ
う
か
。」「
異
聞
・
珍
宝
・
希
見
の
文
を
献
上
す
べ
き
で
あ
る
。
献

上
し
得
る
も
の
は
こ
れ
ら
で
あ
る
。」「
忠
臣
・
孝
子
・
順
弟
子
は
、
常
に
そ
の
行
い
を
願
う
べ
き
で
す
。
ど

う
し
て
同
聞
（
人
々
が
み
な
耳
に
す
る
よ
う
な
風
聞
）
を
献
上
せ
ず
に
異
聞
を
献
上
す
る
の
で
す
か
。」「
同

聞
は
君
上
自
ら
そ
れ
を
見
聞
き
し
、
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ど
う
し
て
ま
た
献
上
す
べ
き
で
あ
ろ
う

か
。」「
愚
生
は
そ
の
意
図
を
理
解
で
き
ま
せ
ん
。」「
よ
ろ
し
い
、
ま
さ
に
な
ん
じ
に
そ
の
真
意
を
知
ら
し
め

よ
う
。
天
下
（
の
人
々
）
が
も
た
ら
す
も
の
ご
と
、
珍
重
す
る
も
の
ご
と
は
、
い
ず
れ
も
未
だ
か
つ
て
見
た

こ
と
が
な
く
て
、
よ
く
珍
重
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
も
の
を
そ
の
主
君
に
献
上
す
る
の
は
、
上
忠

臣
で
あ
る
。
未
だ
か
つ
て
見
た
こ
と
が
な
く
て
美
味
な
も
の
、
こ
う
し
た
も
の
を
そ
の
両
親
に
献
上
す
る
の

は
、
上
孝
子
で
あ
る
。
未
だ
か
つ
て
見
た
こ
と
が
な
い
言
説
、
こ
う
し
た
も
の
を
そ
の
師
匠
に
献
上
す
る
の

は
、
上
善
の
弟
子
で
あ
る
。
な
ん
じ
は
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
。」「
お
聞
か
せ
願
い
ま
す
、
同
事
を
献

上
す
る
と
き
に
、
君
上
が
す
で
に
見
聞
き
し
、
持
っ
て
い
る
も
の
ご
と
を
重
複
し
て
献
上
す
る
の
は
、
ど
う

し
て
で
す
か
。」「
そ
う
、
み
な
故
意
に
そ
の
よ
う
に
献
上
す
る
だ
ろ
う
。
（
そ
れ
で
は
）
罪
は
除
か
れ
な
い

の
で
あ
る
。」「
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
に
重
複
す
る
の
で
す
か
＊
」「
な
ん
じ
は
ま
さ
に
察
し
の
悪
い
弟
子
で

あ
る
な
。
人
は
常
日
頃
か
ら
重
複
が
あ
れ
ば
、
だ
れ
も
が
こ
れ
を
嫌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
重
複

し
て
そ
れ
を
献
上
す
べ
き
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
古
よ
り
今
に
至
る
ま
で
、
偉
大
な
聖
人
が
万
事
を
定
め
る
こ

と
に
は
、
あ
り
ふ
れ
た
も
の
は
取
り
除
き
、
珍
し
い
も
の
を
採
用
し
た
。
す
な
わ
ち
天
地
の
心
意
を
得
る
と

は
、
こ
の
よ
う
な
行
い
の
こ
と
で
あ
る
。」 

 

＊
検
討
会
で
は
こ
の
句
を
「
何
ぞ
其
れ
重
き
や
」
と
訓
読
し
、「
ど
う
し
て
そ
れ
ほ
ど
（
罪
が
）
重
い
の

で
し
ょ
う
か
」
と
訳
す
案
も
出
た
。 

 

【
注
釈
一
】 

〇
上
孝
子
・
上
忠
臣
・
上
順
弟
子 

『
太
平
經
』
卷
四
十
七
・
受
七
上
善
臣
子
弟
子
爲
君
父
師
得
仙
方
訣 

「
夫
上
善
之
臣
子
民
之
屬
也
、
其
爲
行
也
、
常
旦
夕
憂
念
其
君
王
也
。
念
欲
安
之
心
、
正
爲
其
疾
痛
、
常
樂

帝
王
垂
拱
而
自
治
也
、
其
民
臣
莫
不
象
之
而
孝
慈
也
。
其
爲
政
治
、
但
樂
使
王
者
安
坐
而
長
游
、
其
治
乃

上
得
天
心
、
下
得
地
意
、
中
央
則
使
萬
民
莫
不
懽
喜
、
無
有
寃
結
失
職
者
也
。
跂
行
之
屬
、
莫
不
嚮
風
而

化
爲
之
、
無
有
疫
死
者
、
萬
物
莫
不
盡
得
其
所
。
天
地
和
合
、
三
氣
俱
悅
、
人
君
爲
之
增
壽
益
筭
、
百
姓

尚
當
復
爲
帝
王
求
竒
方
殊
術
、
閉
藏
隱
之
文
莫
不
爲
其
出
、
天
下
嚮
應
、
皆
言
咄
咄
。
善
哉
。
未
嘗
有
也
。

上
老
到
于
嬰
兒
、
不
知
復
爲
惡
、
皆
持
其
竒
殊
之
方
、
奉
爲
帝
王
。
帝
王
得
之
、
可
以
延
年
。
皆
惜
其
君

且
老
、
治
乃
得
天
心
、
天
地
或
使
神
持
負
藥
而
告
、
子
之
得
而
服
之
、
終
世
不
知
窮
時
也
。
是
所
謂
爲
上

善
之
臣
子
民
臣
之
行
所
致
也
。」 

「
上
善
第
一
孝
子
者
、
念
其
父
母
且
老
去
也
、
獨
居
閒
處
念
思
之
、
常
疾
下
也
、
於
何
得
不
死
之
術
、
嚮
可

與
親
往
居
之
、
賤
財
貴
道
活
而
已
。
思
弦
歌
哀
曲
、
以
樂
其
親
、
風
化
其
意
、
使
入
道
也
。
樂
得
終
古
與

其
居
、
而
不
知
老
也
。
常
爲
求
索
殊
方
、
周
流
遠
所
也
。
至
誠
乃
感
天
、
力
盡
乃
已
也
。
其
衣
食
財
自
足
、
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不
復
爲
後
世
置
珍
寳
也
。
反
悉
愁
苦
父
母
、
使
其
守
之
、
家
中
先
死
者
、
魂
神
尚
不
樂
愁
苦
也
。
食
而
不

求
吉
福
、
但
言
努
力
自
愛
於
地
下
可
、
毋
自
苦
念
主
者
也
。
是
名
爲
太
古
上
皇
最
善
孝
子
之
行
。
四
方
聞

其
善
、
莫
不
遥
爲
其
悅
喜
、
皆
樂
思
象
之
也
。
因
相
倣
效
、
爲
帝
王
生
出
慈
孝
之
臣
也
。
夫
孝
子
之
憂
父

母
也
、
善
臣
之
憂
君
也
、
乃
當
如
此
矣
。」 

「
上
善
之
弟
子
也
、
受
師
道
德
之
後
、
念
縁
師
恩
遂
得
成
人
。
乃
得
長
與
賢
者
相
隨
、
不
失
行
伍
。
或
得
官

位
以
報
父
母
、
或
得
深
入
道
、
知
自
養
之
術
也
。
夫
人
乃
得
生
爲
父
母
、
得
成
道
德
於
師
、
得
榮
尊
於
君
。

每
獨
居
一
處
、
念
君
父
師
將
老
、
無
有
可
以
復
之
者
、
常
思
行
爲
師
得
殊
方
異
文
、
可
以
報
功
者
。
惟
念

之
正
心
痛
也
、
不
得
竒
異
也
。
念
之
故
行
、
更
學
事
賢
者
、
屬
託
其
師
、
爲
其
言
語
、
或
使
師
上
得
國
家

之
良
輔
、
今
復
上
長
有
益
帝
王
之
治
。
若
此
乃
應
太
古
上
善
之
弟
子
也
。」 

 

〇
同
聞 

『
漢
書
』
卷
三
十
六
・
楚
元
王
傳 

「
高
宗
・
成
王
亦
有
雊
雉
拔
木
之
變
、
能
思
其
故
、
故
高
宗
有
百
年
之
福
、
成
王
有
復
風
之
報
。
神
明
之
應
、

應
若
景
嚮
、
世
所
同
聞
也
。」 

 

（
参
考
）
『
太
平
經
』
卷
一
百
八
・
忠
孝
上
異
聞
・
忠
孝
上
異
聞
訣
第
一
百
七
十
五 

「
請
問
、
人
之
爲
善
也
、
上
孝
子
・
上
忠
臣
・
上
順
弟
子
、
當
思
上
何
等
於
其
君
父
師
哉
。」「
當
上
其
異
聞

珍
寳
希
見
之
文
、
而
得
上
者
是
也
。」「
忠
臣
・
孝
子
・
順
弟
子
、
常
可
樂
爲
也
。
何
不
上
同
聞
而
上
異
聞

邪
。」「
同
聞
上
自
有
之
、
何
須
復
上
邪
。」「
愚
生
不
曉
其
意
。」「
行
且
使
子
知
其
審
實
、
天
下
所
來
所
珍
、

悉
未
嘗
見
而
善
珍
者
也
。
以
上
其
君
、
是
上
忠
臣
也
。
未
嘗
見
善
食
、
以
上
其
親
、
是
上
孝
子
也
。
未
嘗

見
之
說
、
以
上
其
師
、
是
上
善
順
弟
子
也
。
子
知
之
邪
。」「
唯
唯
。
願
聞
上
同
事
。
上
之
所
有
而
重
上
之
、

何
也
。
然
皆
應
故
其
上
、
罪
不
除
。」「
何
其
重
也
。」「
子
應
不
曉
之
生
、
人
之
所
常
有
、
重
皆
厭
之
。
何

須
復
上
之
邪
。
上
人
所
厭
、
名
爲
故
其
上
也
。
下
而
故
其
上
、
於
子
意
寧
當
坐
不
邪
。」「
愚
生
已
覺
矣
。」

「
故
得
瑞
應
善
物
、
希
見
之
珍
、
當
上
於
君
父
師
也
。
上
之
所
自
有
、
慎
無
上
也
。
是
故
自
古
及
今
、
大

聖
之
定
凡
事
也
、
去
同
取
異
、
乃
得
天
地
之
心
思
、
此
之
謂
也
。
子
曉
邪
。」「
善
哉
善
哉
。」 

  

【
原
文
二
】 

「
天
有
兩
手
、
乃
（
一
）

成
凡
事
。（
二
）

一
手
有
病
邪
惡
、
則
無
有
成
事
。
天
大
怨
之
、
地
以
爲
忌
。
天
下
亂
而

無
成
功
、
一
由
此
一
手
邪
惡
而
不
并
力
。
凡
事
盡
不
理
、
六
方
不
太
平
、
亦
由
此
兩
手
有
病
邪
惡
而
不
并
力
。

所
致
吉
凶
安
危
、（
三
）

由
此
兩
手
。
真
人
亦
豈
深
知
之
耶
。」「
不
（
四
）
。
唯
天
師
開
示
其
要
意
、
使
得
知
之
、

知
之
者
（
則
知
之
。
不
者
）（
五
）

終
古
冥
冥
昏
亂
、
無
從
得
知
之
也
。
夫
師
者
、
乃
天
地
凡
事
教
化
之
本
也
。

雖
難
、
安
得
〔
不
〕（
六
）

言
哉
。」「
善
哉
。
真
人
之
求
問
事
（
七
）

辭
也
、
其
要
而
言
□
□
而
已
。（
八
）（
九
）

安
坐
、

爲
諸
真
人
具
說
其
意
。
天
下
象
而
行
之
、
無
復
凶
亂
事
。
天
上
諸
神
召
（
十
）

爲
兩
手
筴
字
爲
要
記
。
國
家
行

之
則
長
存
。
凡
人
行
之
則
久
富
安
（
十
一
）
。
要
道
將
出
、
近
在
凡
人
身
。
今
爲
（
十
二
）

真
人
分
别
言
之
。」（
十
三
）

「
天
地
者
主
造
出
（
十
四
）

凡
事
之
兩
手
也
。
四
時
者
主
傳
養
凡
物
之
兩
手
也
。（
十
五
）

男
女
夫
婦
者
主
傳
統
天
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地
隂
陽
之
兩
手
也
。
師
弟
子
者
主
傳
相
教
通
（
十
六
）

凡
事
文
書
道
德
之
兩
手
也
。
君
與
臣
〔
者
〕（
十
七
）
、
主
傳

（
十
八
）

理
凡
事
人
民
諸
物
之
兩
手
也
。
此
有
六
事
、
纔
舉
其
綱
、
見
其
始
耳
、
不
可
勝
書
也
。
凡
事
相
須
而

成
事
者
、
皆
兩
手
也
。
天
上
名
爲
重
規
叠
（
十
九
）

矩
皆
（
二
十
）

相
應
者
也
。
一
手
邪
（
二
十
一
）

不
等
無
成
事
、
天

上
名
爲
大
亂
之
治
。
六
方
八
遠
名
爲
鰥
寡
斷
嗣
、
日
以
向
衰
。
無
成
事
、
由
此
兩
手
不
并
力
也
。
」 

（
一
）『
太
平
経
』
有
「
常
共
」
両
字
。 

（
二
）『
太
平
経
』
有
「
其
」
字
。 

（
三
）『
太
平
経
』
有
「
一
」
字
。 

（
四
）『
太
平
経
』
有
「
及
」
字
。 

（
五
）『
太
平
経
』「
知
之
者
」
作
「
則
知
之
。
不
者
」、
拠
此
改
。 

（
六
）『
太
平
経
』
有
「
不
」
字
，
拠
此
改
。 

（
七
）『
太
平
経
』
有
「
之
」
字
。 

（
八
）『
太
平
経
』「
其
要
而
言
□
□
而
已
」
作
「
其
言
要
而
言
□
□
」。 

（
九
）『
太
平
経
』
有
「
諾
」
字
。 

（
十
）『
太
平
経
』「
召
」
作
「
名
」。 

（
十
一
）
『
太
平
経
』「
召
」
作
「
名
」。 

（
十
二
）
『
太
平
経
』
有
「
諸
」
字
。 

（
十
三
）
『
太
平
経
』
有
「
唯
唯
」
両
字
。 

（
十
四
）
『
太
平
経
』
有
「
生
」
字
。 

（
十
五
）
『
太
平
経
』
有
「
五
行
者
主
傳
成
凡
物
相
付
與
之
兩
手
也
」
句
。 

（
十
六
）
『
太
平
経
』
有
「
達
」
字
。 

（
十
七
）
『
太
平
経
』
有
「
者
」
字
，
拠
此
補
。 

（
十
八
）
『
太
平
経
』
有
「
治
」
字
。 

（
十
九
）
『
太
平
経
』「
叠
」
作
「
沓
」。 

（
二
十
）
『
太
平
経
』
有
「
當
」。 

（
二
十
一
）『
太
平
経
』
有
「
惡
」。 

 

【
訓
読
二
】 

「
天
に
兩
手
有
り
、
乃
ち
凡
事
を
成
す
。
一
手
に
邪
惡
を
病
む
こ
と
有
れ
ば
、
則
ち
成
事
有
る
無
し
。
天 

大

い
に
之
を
怨
み
、
地 

以
て
忌
と
爲
す
。
天
下
亂
れ
て
成
功
す
る
無
き
は
、
一
に
此
の
一
手 

邪
惡
に
し
て
力

を
并
せ
ざ
る
に
由
る
。
凡
事
盡
く
理
ま
ら
ず
、
六
方 

太
平
な
ら
ざ
る
も
、
亦
た
此
の
兩
手 

邪
惡
を
病
む
こ

と
有
り
て
力
を
并
せ
ざ
る
に
由
る
。
致
す
所
の
吉
凶
安
危
も
、
此
の
兩
手
に
由
る
。
真
人
も
亦
た
豈
に
深
く

之
を
知
ら
ん
や
。」「
不
。
唯
だ
天
師
の
み
其
の
要
意
を
開
示
し
、
知
之
を
知
る
を
得
し
め
ば
、
則
ち
之
を
知

る
。
し
か
ら
ず
ん
ば
、
終
古
に
冥
冥
と
し
て
昏
亂
し
、
從
り
て
之
を
知
る
を
得
る
こ
と
無
き
な
り
。
夫
れ
師

は
、
乃
ち
天
地
凡
事
の
教
化
の
本
な
り
。
難
し
と
雖
も
、
安
ん
ぞ
言
は
ざ
る
を
得
ん
や
。」「
善
き
か
な
。
真

人
の
求
め
て
事
を
問
ふ
の
辭
た
る
や
、
其
れ
要
に
し
て
□
□
を
言
ふ
の
み
。
安
坐
せ
よ
、
諸
真
人
の
爲
に
具

さ
に
其
の
意
を
説
か
ん
。
天
下
象
り
て
之
を
行
な
は
ば
、
復
た
凶
亂
の
事
あ
る
無
し
。
天
上
の
諸
神
召
し
て
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兩
手
の
筴
字
を
爲
り
て
要
記
を
爲
す
。
國
家 

之
を
行
へ
ば
則
ち
長
存
す
。
凡
人 

之
を
行
へ
ば
則
ち
久
し
く

富
安
す
。
要
道 

將
に
出
で
ん
と
す
る
に
、
近
づ
き
て
凡
人
の
身
に
在
り
。
今 

真
人
の
爲
に
分
別
し
て
之
を

言
ふ
。」「
天
地
は
凡
事
を
造
出
す
る
を
主
る
の
兩
手
な
り
。
四
時
は
傳
へ
て
凡
物
を
養
ふ
を
主
る
の
兩
手
な

り
。
男
女
夫
婦
は
傳
へ
て
天
地
隂
陽
を
統
ぶ
る
を
主
る
の
兩
手
な
り
。
師
弟
子
は
傳
へ
て
相
ひ
凡
事
の
文
書

道
德
を
教
通
す
る
を
主
る
の
兩
手
な
り
。
君
と
臣
と
は
、
傳
へ
て
凡
事
人
民
諸
物
を
理
む
る
を
主
る
の
兩
手

な
り
。
此
れ
六
事
有
り
、
纔
か
に
其
の
綱
を
舉
げ
、
其
の
始
ま
り
を
見
る
の
み
、
勝
げ
て
書
く
べ
か
ら
ざ
る

な
り
。
凡
事 

相
ひ
須
ち
て
事
を
成
す
は
、
皆
な
兩
手
な
り
。
天
上 

名
づ
け
て
『
重
規
叠
矩
（
規
を
重
ね
て

矩
を
叠
ぬ
）』
と
爲
す
は
皆
な
相
ひ
應
ず
る
者
な
り
。
一
手
邪
に
し
て
等
し
か
ら
ざ
れ
ば
事
を
成
す
無
し
。

天
上 

名
づ
け
て
『
大
亂
の
治
』
と
爲
す
。
六
方
八
遠 

名
づ
け
て
『
鰥
寡 

嗣
を
斷
ち
、
日
ご
と
に
以
て
衰

に
向
か
ふ
』
と
爲
す
。
事
を
成
す
無
き
は
、
此
の
兩
手
の
力
を
并
は
せ
ざ
る
に
由
る
な
り
。
」 

 

【
試
訳
二
】 

「
天
に
は
両
の
手
が
あ
り
、
か
く
し
て
万
事
を
成
す
の
で
あ
る
。
一
方
の
手
が
邪
悪
を
病
め
ば
、
事
が
成
る

こ
と
は
な
い
。
天
は
大
い
に
こ
の
こ
と
を
怨
み
、
地
は
こ
れ
に
よ
り
忌
み
嫌
っ
た
。
天
下
が
乱
れ
て
功
績
を

成
す
こ
と
が
無
い
の
は
、
ひ
と
え
に
こ
の
一
方
の
手
が
邪
悪
と
な
り
力
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か

ら
な
の
で
あ
る
。
万
事
が
み
な
治
ま
ら
ず
、
六
方
（
天
下
）
が
太
平
に
な
ら
な
い
の
も
、
こ
の
両
手
が
邪
悪

を
病
ん
で
力
を
合
わ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。（
天
が
）
下
す
吉
凶
や
安
全
・
危
険
な
ど
も
、
こ
の

両
手
に
拠
る
も
の
で
あ
る
。
真
人
も
ま
た
ど
う
し
て
深
く
こ
れ
を
知
ろ
う
か
。」「
い
い
え
。
た
だ
天
師
の
み

が
そ
の
要
旨
を
開
示
し
、
こ
の
こ
と
を
知
ら
し
め
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
、
知
っ
た
の
で
す
。
そ
う
で
な
け
れ

ば
、
と
こ
し
え
に
暗
闇
の
中
に
あ
っ
て
道
理
が
分
か
ら
ず
、
天
師
の
開
示
に
よ
り
こ
の
こ
と
を
知
り
え
る
こ

と
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
い
っ
た
い
（
天
）
師
と
は
、
つ
ま
り
天
地
に
お
け
る
万
物
教
化
の
根
本
で
す
。

難
し
い
と
は
い
え
ど
も
、
ど
う
し
て
言
葉
に
し
な
い
で
い
ら
れ
ま
し
ょ
う
か
。」「
よ
き
か
な
。
真
人
の
求
め

る
問
い
の
答
え
の
言
葉
は
、
要
約
す
れ
ば
□
□
を
言
う
の
み
で
あ
る
。
安
座
せ
よ
、
諸
真
人
の
た
め
に
詳
し

く
そ
の
意
味
を
説
明
し
よ
う
で
は
な
い
か
。
天
下
（
の
人
々
）
が
真
似
し
て
こ
れ
を
実
践
す
れ
ば
、
二
度
と

災
禍
や
騒
乱
が
お
こ
る
こ
と
は
な
い
。
天
上
の
諸
神
は
（
我
を
）
召
し
て
兩
手
の
筴
字
を
作
り
、
（
我
が
そ

れ
に
基
づ
き
）
要
記
を
作
っ
た
。
国
家
が
こ
れ
を
実
践
す
れ
ば
、
長
く
存
続
す
る
。
凡
人
が
こ
れ
を
実
践
す

れ
ば
、
久
し
く
富
み
や
す
ら
ぐ
。
要
道
は
今
に
も
出
現
し
よ
う
と
い
う
と
き
に
は
、
近
づ
い
て
き
て
凡
人
の

身
の
ま
わ
り
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
い
ま
真
人
の
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
分
け
て
こ
れ
を
述
べ
よ
う
。
」（
中
略
）

＊
＊
「
天
地
は
万
事
を
創
出
す
る
こ
と
を
掌
る
両
手
で
あ
る
。
四
時
は
こ
れ
を
承
け
て
万
物
を
養
う
こ
と
を

掌
る
両
手
で
あ
る
。
男
女
夫
婦
は
こ
れ
を
承
け
て
天
地
の
陰
陽
を
統
括
す
る
こ
と
を
掌
る
両
手
で
あ
る
。
師

と
弟
子
は
こ
れ
を
承
け
て
万
事
の
文
書
と
道
徳
を
教
え
て
伝
え
る
こ
と
を
掌
る
両
手
で
あ
る
。
君
主
と
臣

下
は
こ
れ
を
承
け
て
万
事
・
人
民
・
諸
物
を
治
め
る
こ
と
を
掌
る
両
手
で
あ
る
。
以
上
は
六
事
あ
っ
て
、
わ

ず
か
に
そ
の
要
綱
を
取
り
上
げ
、
そ
の
始
め
を
見
る
の
み
で
あ
っ
て
、
書
き
つ
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
万

事
に
つ
き
、
互
い
に
助
け
と
し
て
事
を
成
就
す
る
も
の
は
、
み
な
両
手
で
あ
る
。
天
上
（
の
諸
神
）
が
『
重

規
叠
矩
（
規
矩
を
重
ね
る
）』
と
名
づ
け
た
も
の
は
い
ず
れ
も
互
い
に
応
じ
る
も
の
（
つ
ま
り
両
手
）
で
あ

る
。
一
方
の
手
が
邪
悪
で
あ
り
、
等
し
い
関
係
で
な
く
な
れ
ば
、
事
を
成
就
す
る
こ
と
は
な
い
。
天
上
（
の
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諸
神
）
は
こ
れ
を
『
大
乱
の
治
』
と
名
付
け
た
。
六
方
八
遠
（
の
諸
神
）
は
『
鰥
寡
が
跡
継
ぎ
も
無
く
、
日

毎
に
衰
え
て
い
く
』
と
名
付
け
た
。
事
を
成
就
で
き
な
い
の
は
、
こ
の
両
手
の
力
を
合
わ
せ
ざ
る
が
た
め
で

あ
る
。」 

 

＊
こ
の
個
所
に
つ
い
て
は
「
天
上
の
諸
神
召
し
て
兩
手
の
為
に
筴
字
も
て
要
記
を
爲
す
。
」
と
訓
読
し
、

「
天
上
の
諸
神
が
（
我
を
）
召
し
て
、
こ
の
両
手
に
つ
い
て
、
筴
字
を
用
い
て
要
記
を
作
っ
た
」
と
訳

す
案
も
で
た
。
注
釈
に
挙
げ
た
『
太
平
經
』
卷
之
八
十
八
・
作
來
善
宅
法
に
は
、「
筴
字
」
の
類
似
表

現
と
し
て
「
竒
方
殊
策
善
字
」
が
見
え
、
同
じ
く
冒
頭
の
「
古
今
河
洛
神
書
善
文
之
屬
及
賢
明
口
中
訣

事
」
な
ど
と
同
じ
も
の
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
起
源
は
天
上
よ
り
下
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た

天
師
が
こ
れ
に
よ
り
「
洞
極
之
經
」
を
作
っ
た
と
も
あ
る
。
そ
こ
で
右
の
文
脈
も
「
兩
手
の
筴
字
」
は

天
上
の
諸
神
が
作
り
、「
要
記
」
は
天
師
が
作
っ
た
と
解
釈
し
た
。 

＊
＊
『
太
平
経
鈔
』
の
原
文
は
こ
の
通
り
だ
が
、『
太
平
経
』
と
比
較
す
る
と
、
こ
の
個
所
に
は
さ
ら
に

問
答
が
差
し
挟
ま
れ
て
い
る
た
め
、
中
略
が
あ
る
こ
と
を
明
記
し
た
。 

 

【
注
釈
二
】 

〇
病
邪
惡 

『
太
平
經
』
卷
五
十
三
・
分
別
四
治
法 

「
言
談
皆
何
等
事
也
。
在
其
所
疾
苦
、
文
失
之
者
爲
道
質
、
若
質
而
不
通
達
者
爲
道
文
、
疾
其
邪
惡
者
爲
道

正
善
也
、
使
其
覺
悟
。
今
天
地
至
尊
自
神
、
神
能
明
、
位
無
上
、
何
故
不
自
除
疾
病
、
反
傳
言
於
人
乎
。

天
地
者
爲
萬
物
父
母
、
父
母
雖
爲
善
、
其
子
作
邪
、
居
其
中
央
、
主
爲
其
惡
逆
、
其
政
治
上
下
、
逆
之
亂

之
、
父
母
雖
善
、
猶
爲
惡
家
也
。
比
若
子
惡
亂
其
父
、
臣
惡
亂
其
君
、
弟
子
惡
亂
其
師
、
妻
惡
亂
其
夫
、

如
此
則
更
相
賊
傷
大
亂
、
無
以
見
其
善
也
。
天
地
人
民
萬
物
、
本
共
治
一
事
、
善
則
俱
樂
、
凶
則
俱
苦
、

故
同
憂
也
。
嚮
使
不
共
事
、
不
肯
更
迭
相
憂
也
。
是
故
天
地
欲
善
而
平
者
。
必
使
神
眞
聖
人
爲
其
傳
言
、

出
其
神
文
、
以
相
告
語
、
比
若
帝
王
治
欲
樂
善
、
則
有
善
教
、
今
此
之
謂
也
。」 

 

〇
筴
字 

『
太
平
經
』
卷
之
八
十
八
・
作
來
善
宅
法 

「
今
天
師
言
乃
都
合
古
今
河
洛
神
書
善
文
之
屬
及
賢
明
口
中
訣
事
、
以
爲
洞
極
之
經
。
乃
後
天
地
開
闢
以
來

灾
悉
可
除
也
。
帝
王
長
遊
樂
垂
拱
無
憂
也
。
言
一
事
不
足
備
、
輒
有
餘
灾
。
故
當
都
合
之
。
今
不
知
當
以

何
來
致
此
竒
方
殊
策
善
字
、
廼
悉
得
之
。」「
善
哉
善
哉
。
諸
真
人
思
念
劇
也
。
天
神
已
下
、
告
諸
真
人
矣
。

上
皇
之
氣
來
、
祐
助
道
德
之
君
口
口
矣
。
行
、
真
人
今
乃
爲
皇
靈
天
具
問
事
。
吾
職
當
爲
天
下
具
談
。
何

敢
有
懈
焉
。
諾
。
諸
真
人
安
坐
、
方
爲
真
人
悉
說
之
。」 

 

〇
六
方
八
遠 

『
太
平
經
鈔
』
辛
部
卷
之
八 

「
世
衰
乃
更
爲
大
興
、
天
下
仰
命
、
莫
不
得
其
天
地
六
方
八
遠
絶
洞
、
隂
陽
俱
悅
、
天
病
風
雨
爲
時
、
雷
電

不
作
、
日
月
更
明
、
三
光
不
失
度
、
四
時
五
行
順
行
、
各
得
其
所
、
此
神
聖
善
言
所
致
也
。
其
功
莫
不
大
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哉
。」 

『
太
平
経
鈔
』
丙
部
卷
三 

「
夫
天
地
六
方
八
極
大
諫
、
俱
欲
正
河
洛
文
出
矣
。
天
明
證
天
下
瑞
應
書
見
、
以
諫
正
君
王
。
天
下
莫
不
響

應
、
諫
而
不
從
因
而
消
亡
矣
。」 

（
参
考
）
張
理
『
周
易
圖
』
巻
下
・
參
天
兩
地
圖 

「
耿
南
仲
曰
、
參
天
則
天
一
天
三
天
五
總
而
爲
九
、
兩
地
則
地
二
地
四
合
而
爲
六
方
、
其
揲
著
七
九
八
六
、

皆
以
爲
用
、
及
其
成
卦
舍
七
而
取
九
、
舍
八
而
取
六
、
倚
於
一
偏
是
爲
倚
數
。」 

  

【
原
文
三
】 

「
（
一
）

請
問
天
上
何
故
（
二
）

名
（
三
）

爲
兩
手
。
」「
（
四
）

兩
手
者
、
言
其
齊
同
并
力
、
無
前
（
五
）

却
、
然
後
（
六
）

可
成
也
。
兩
手
不
并
力
者
事
不
可
成
也
。
故
凡
事
（
七
）

象
此
兩
手
、
皆
當
各
得
其
人
、
并
力
同
心
。
象
此
兩

手
、
乃
告
（
八
）

安
太
平
之
氣
立
至
（
九
）
。
不
象
此
兩
手
（
十
）
、
億
（
十
一
）

萬
年
不
能
出
上
皇
太
平
氣
也
。
太
平

氣
常
欲
出
、
若
天
常
〔
欲
〕（
十
二
）

若
（
十
三
）

兩
手
、
久
不
調
御
之
、
故
使
閉
不
得
通
、
出
（
十
四
）

悒
悒
何
訾
、

咎
在
兩
手
不
調
。
若
兩
手
平
調
者
、（
十
五
）

上
皇
太
平
氣
出
、
前
後
至
不
相
須
。」「
善
哉
（
十
六
）
。
」
是
故
天
地

不
并
力
、
萬
物
（
十
七
）

無
從
（
十
八
）

出
。
四
時
不
并
力
、
凡
物
無
從
得
長
。
五
行
不
并
力
、
凡
物
無
從
得
成
。

君
臣
不
并
力
、
凡
事
無
從
得
理
。
夫
婦
不
并
力
、
子
孫
無
從
得
長
、
家
道
無
從
得
立
。
師
弟
子
不
并
力
、
凡

結
事
無
縁
得
解
、
道
德
無
縁
（
十
九
）

得
興
、
曚
霧
無
從
得
通
、
六
方
八
遠
大
化
無
從
得
行
。
是
故
皆
當
并
力
、

比
若
兩
手
、
乃
可
通
也
。
不
若
兩
手
故
（
二
十
）

致
凶
也
。
雖
治
療
（
二
十
一
）
、
無
益
也
。（
二
十
二
）

無
從
得
成
功
也
。

但
空
久
愁
苦
而
日
凶
（
二
十
三
）
。
故
凡
象
此
兩
手
者
選
舉
當
得
其
人
。
不
得
其
人
者
、
天
上
諸
神
、
名
爲
『
半

死
不
持
、
一
手
獨
作
。』。
安
有
能
成
功
成
事
哉
。（
二
十
四
）

凡
疑
事
宜
深
思
此
意
以
赤
心
。 

（
一
）『
太
平
経
』
有
「
善
哉
善
哉
」
四
字
。 

（
二
）『
太
平
経
』
有
「
正
」
字
。 

（
三
）『
太
平
経
』
有
「
此
」
字
。 

（
四
）『
太
平
経
』
有
「
善
乎
。
子
之
問
也
、
得
其
意
。」
三
句
。 

（
五
）『
太
平
経
』
有
「
無
」
字
。 

（
六
）『
太
平
経
』「
然
後
」
作
「
乃
後
事
」。 

（
七
）『
太
平
経
』
有
「
者
」
字
。 

（
八
）『
太
平
経
』「
告
」
作
「
吉
」。 

（
九
）『
太
平
経
』
有
「
也
」
字
。 

（
十
）『
太
平
経
』
有
「
者
」
字
。 

（
十
一
）『
太
平
経
』「
億
」
作
「
億
億
」。 

（
十
二
）『
太
平
経
』
有
「
欲
」
字
，
拠
此
補
。 

（
十
三
）『
太
平
経
』「
若
」
作
「
由
此
」。 

（
十
四
）『
太
平
経
』
有
「
治
」
字
。 

（
十
五
）『
太
平
経
』
有
「
此
」
字
。 



8 

 

（
十
六
）
『
太
平
経
』「
善
哉
」
作
「
善
哉
善
哉
」。 

（
十
七
）『
太
平
経
』
有
「
凡
事
」
両
字
。 

（
十
八
）『
太
平
経
』
有
「
得
」
字
。 

（
十
九
）『
太
平
経
』「
縁
」
作
「
從
」
。 

（
二
十
）『
太
平
経
』
有
「
日
」
字
。 

（
二
十
一
）『
太
平
経
』
有
「
之
」
字
。 

（
二
十
二
）『
太
平
経
』
有
「
猶
」
字
。 

（
二
十
三
）『
太
平
経
』「
日
凶
」
作
「
日
日
凶
凶
」 

（
二
十
四
）『
太
平
経
』
有
「
真
人
爲
天
來
遠
問
」
句
。 

 

【
訓
読
三
】 

「
請
ひ
て
問
ふ
、
天
上 

何
故
に
名
づ
け
て
兩
手
と
爲
す
や
。」「
兩
手
は
、
言
ふ
こ
こ
ろ
は
其
の
齊
同

ひ

と

し
く

力
を
并
は
せ
、
前
却
す
る
こ
と
無
し
。
然
る
後
に
成
る
べ
き
に
し
て
、
兩
手
も
て
力
を
并
せ
ざ
る
者
は
事 

成

る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
故
に
凡
事 

此
の
兩
手
を
象
ら
ん
と
す
れ
ば
、
皆
な
當
に
各
お
の
其
の
人
を
得
、
力

を
并
せ
て
心
を
同
く
す
べ
し
。
此
の
兩
手
を
象
れ
ば
、
乃
ち
告
安
太
平
の
氣 

立
ち
ど
こ
ろ
に
至
る
。
此
の

兩
手
を
象
ら
ざ
れ
ば
、
億
萬
年
に
し
て
上
皇
太
平
の
氣
を
出
す
能
は
ざ
る
な
り
。
太
平
の
氣 

常
に
出
で
ん

と
欲
し
、
若
し
く
は
天
常
に
兩
手
の
若
く
せ
ん
と
欲
す
る
も
、
久
し
く
之
を
調
御
せ
ず
、
故
に
閉
ぢ
て
通
ず

る
を
得
ず
、
出
づ
る
こ
と
悒
悒
と
し
て
何
を
か
訾な

げ

か
ん
。
咎
め
は
兩
手
の
不
調
に
在
り
、
若
し
兩
手
平
調
な

れ
ば
、
上
皇
太
平
の
氣
出
づ
る
も
、
前
後
し
て
至
れ
ば
相
ひ
須
た
ず
。」「
善
き
か
な
。
」「
是
れ
が
故
に
天
地 

力
を
并
せ
ざ
れ
ば
、
萬
物 

從
り
て
出
づ
る
こ
と
無
し
。
四
時 

力
を
并
せ
ざ
れ
ば
、
凡
物 
從
り
て
長
ず
る

を
得
る
こ
と
無
し
。
五
行 

力
を
并
せ
ざ
れ
ば
、
凡
物 

從
り
て
成
る
を
得
る
こ
と
無
し
。
君
臣 
力
を
并
せ

ざ
れ
ば
、
凡
事 

從
り
て
理
む
る
を
得
る
こ
と
無
し
。
夫
婦 

力
を
并
せ
ざ
れ
ば
、
子
孫 

從
り
て
長
ず
る
を

得
る
こ
と
無
く
、
家
道 

從
り
て
立
つ
る
を
得
る
こ
と
無
し
。
師
弟
子 

力
を
并
せ
ざ
れ
ば
、
凡
結
事 
縁
り

て
解
す
る
を
得
る
こ
と
無
く
、
道
德 

縁
り
て
興
こ
る
を
得
る
こ
と
無
く
、
曚
霧 

從
り
て
通
ず
る
を
得
る
こ

と
無
く
、
六
方
八
遠
の
大
化 

從
り
て
行
は
る
を
得
る
こ
と
無
し
。
是
れ
が
故
に
皆
な
當
に
力
を
并
は
せ
、

比
ぶ
る
に
兩
手
の
若
く
す
べ
し
。
乃
ち
通
ず
べ
き
な
り
。
兩
手
の
若
く
せ
ざ
る
が
故
に
凶
を
致
す
な
り
。
治

療
す
る
と
雖
も
、
無
益
な
り
。
從
り
て
成
功
を
得
る
こ
と
無
き
な
り
。
但
だ
空
し
く
久
し
く
愁
苦
し
て
日
ご

と
に
凶
あ
り
。
故
に
凡
そ
此
の
兩
手
を
象
る
者 

選
舉
し
て
當
に
其
の
人
を
得
る
べ
し
。
其
の
人
を
得
ず
ん

ば
、
天
上
の
諸
神
、
名
づ
け
て
『
半
死
に
し
て
持
た
ず
、
一
手
に
し
て
獨
り
作
す
』
と
爲
す
。
安
ん
ぞ
能
く

成
功
し
て
成
事
す
る
こ
と
有
ら
ん
や
。
凡
そ
事
を
疑
ふ
は
宜
し
く
深
く
此
の
意
を
思
ふ
に
赤
心
を
以
て
す

べ
し
。 

 

【
試
訳
三
】 

「
お
尋
ね
致
し
ま
す
、
天
上
（
の
諸
神
）
は
何
故
両
手
と
名
付
け
た
の
で
す
か
。」「
両
手
と
は
、
そ
の
等
し

く
力
を
合
わ
せ
て
、
進
退
す
る
こ
と
な
く
足
並
み
を
そ
ろ
え
る
こ
と
を
言
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し

て
事
を
成
就
す
べ
き
な
の
で
あ
っ
て
、
両
手
で
も
っ
て
力
を
合
わ
せ
な
い
者
は
事
を
成
就
で
き
な
い
の
で
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あ
る
。
故
に
万
事
に
つ
き
、
こ
の
両
手
を
真
似
よ
う
と
す
れ
ば
、
み
な
各
々
そ
の
（
相
応
し
い
）
人
を
得
て

力
を
合
わ
せ
、
心
を
同
じ
く
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
両
手
を
ま
ね
れ
ば
、
そ
こ
で
安
楽
を
告
げ
る
太
平
の
気

が
た
ち
ど
こ
ろ
に
や
っ
て
来
る
。
こ
の
両
手
を
ま
ね
な
け
れ
ば
、
億
万
年
た
っ
て
も
上
皇
太
平
の
気
を
出
だ

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
太
平
の
気
は
常
に
出
で
よ
う
と
し
て
お
り
、
あ
る
い
は
天
が
常
に
両
手
の
よ
う
に
し

よ
う
と
し
て
い
る
が
、
久
し
く
こ
れ
を
調
整
制
御
し
て
い
な
い
の
で
、
閉
塞
し
て
し
ま
っ
て
通
ず
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
出
口
が
鬱
鬱
と
塞
が
る
ほ
ど
何
を
嘆
こ
う
と
い
う
の
か
。（
天
の
）
咎
め
は
両
手
の
不
調
に
在

っ
て
、
も
し
両
手
が
平
常
通
り
の
調
子
で
あ
れ
ば
、
上
皇
太
平
の
気
が
出
で
る
も
、
前
後
し
て
至
れ
ば
、
互

い
に
助
け
合
う
こ
と
は
で
き
な
い
。」「
そ
の
通
り
で
す
。」「
こ
の
た
め
に
天
地
が
力
を
合
わ
せ
な
け
れ
ば
、

万
物
が
こ
れ
に
よ
り
出
で
る
こ
と
は
な
い
。
四
時
が
力
を
合
わ
せ
な
け
れ
ば
、
万
物
が
こ
れ
に
よ
り
成
長
す

る
こ
と
は
な
い
。
五
行
が
力
を
合
わ
せ
な
け
れ
ば
、
万
物
が
こ
れ
に
よ
り
完
成
す
る
こ
と
は
な
い
。
君
臣
が

力
を
合
わ
せ
な
け
れ
ば
、
万
事
が
こ
れ
に
よ
り
治
ま
る
こ
と
は
な
い
。
夫
婦
が
力
を
合
わ
せ
な
け
れ
ば
、
子

孫
が
こ
れ
に
よ
り
成
長
す
る
こ
と
は
な
く
、
家
の
道
も
こ
れ
に
よ
り
立
て
る
こ
と
は
な
い
。
師
弟
が
力
を
合

わ
せ
な
け
れ
ば
、
全
て
の
交
わ
り
事
が
解
け
る
こ
と
は
な
く
、
道
徳
は
こ
れ
に
よ
り
盛
ん
に
な
る
こ
と
は
な

く
、
曚
霧
は
こ
れ
に
よ
り
見
通
せ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
な
く
、
六
方
八
遠
の
大
い
な
る
教
化
は
こ
れ
に
よ

り
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
故
に
み
な
力
を
合
わ
せ
て
両
手
の
ご
と
く
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
通
達

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
両
手
の
よ
う
に
し
な
い
か
ら
、
凶
事
を
来
す
こ
と
に
な
る
。（
そ
れ
は
病

気
の
よ
う
に
）
治
療
し
て
も
無
益
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
成
功
を
得
る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
い
た
ず
ら
に

長
く
憂
い
苦
し
ん
で
、
毎
日
凶
事
が
お
こ
る
。
故
に
す
べ
て
の
こ
の
両
手
を
ま
ね
る
者
は
、
選
挙
を
す
る
こ

と
で
そ
の
（
相
応
し
い
）
人
を
得
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
人
を
得
な
け
れ
ば
、
天
上
の
諸
神
は
こ
れ
を
『
半

死
に
し
て
維
持
で
き
ず
、
一
方
の
手
だ
け
で
独
り
従
事
す
る
』
と
名
付
け
た
。
ど
う
し
て
成
功
し
て
事
を
成

就
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
お
よ
そ
事
を
疑
う
と
き
は
宜
し
く
こ
の
主
旨
を
純
粋
な
心
で
も
っ
て
深
く

考
え
る
べ
き
で
あ
る
。」 

 

【
注
釈
三
】 

〇
太
平
之
氣 

『
太
平
經
』
卷
五
十
四
・
使
能
無
爭
訟
法 

「
天
地
之
間
、
常
悉
使
非
其
能
、
強
作
其
所
不
及
、
而
難
其
所
不
能
、
時
覩
於
其
不
能
爲
、
不
能
言
、
不
憐

而
教
之
、
反
就
責
之
、
使
其
冤
結
、
多
忿
爭
訟
、
民
愁
苦
困
窮
。
即
仰
而
呼
皇
天
、
誠
冤
誠
冤
、
氣
感
動

六
方
、
故
致
灾
變
紛
紛
、
畜
積
非
一
、
不
可
卒
除
、
爲
害
甚
甚
、
是
即
失
天
下
之
人
心
意
矣
。
終
反
無
成

功
、
變
怪
不
絶
、
太
平
之
氣
何
從
得
來
哉
。
故
不
能
致
太
平
也
。」 


